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国立大学法人評価制度
評価体制 評価の流れ

国立研究開発法人評価制度

評価体制 評価の流れ

評価体制 評価の流れ

評価体制 評価の流れ

REF ERA

国立研究開発法人

主務大臣

計画（中期・年度）策定
評価結果の反映・改善

中期目標策定
評価（毎年度・見込み・中期目標終了時）

総務大臣
目標設定・

評価の指針通知

独立行政法人評価制度委員会

意見具申

（所管省ごと）
研究開発に関する審議会

助言

評価結果公表

Quality-related Research 
funding への反映

申請に係る準備

申請

エキスパート
パネルによ
る評価

評価方針、基準の公表

評価者の選定

各評価制度の評価体制と評価の流れ



 

 

OIST10 年後見直しの検討に向けて、参考となる要点 

 

（１）制度全体のスキームの考え方についての参考点 

【国立大学法人評価制度、国立研究開発法人評価制度に共通した事項】 

・ 各法人が設定した一定期間の目標を踏まえ、その進捗状況について、各法

人から提出される実績報告を基にして評価を行い、結果のフィードバック

を行っている。複数の法人を一律に共通して評価を行う制度のため、評価

項目が体系立って整理されており、評価制度の基盤として参照しうる。但

し、評価の定量的指標については、共通の必須の項目は限定的であり、各

大学が独自の強みを示す評価指標を自身で設定している。 

【ERA,REF に共通した事項】 

・ 上記２制度と比較し、評価結果が直接的に研究予算に反映されている制度

である。REF については、各大学が卓越していると自身で評価する部分を

中心に評価を行うが、その際定量的指標はあくまで限定的に用い、ピアレ

ビューを重点的に行っている。ERA は REF と比較し、定量的指標を積極

的に用いることで、短期間での評価結果提供を可能としているが、予算反

映範囲は REF と比較して限定的である。 

 

 

（２） 評価の視点の考え方についての参考点 

・ 定量的指標について、各評価制度とも参照・活用されているものの、活用

の範囲・程度には、違いがある。特に国立研究開発法人評価制度では、研

究成果の評価において、数値達成だけが自己目的化することに対して審議

会で異論もある。このことから、定量的評価が適する範囲に関する議論が

必要となるだろう。他方で、法人の運営（ガバナンス）に関する部分につ

いては、独立行政法人制度等の公共性の高い法人と類似した指標の設定も

可能となるのではないか。（国立研究開発法人評価制度等を参照。） 

・ REF、ERA 制度を見ると、研究成果について、被引用論文数だけでなく、

商業化等の社会インパクトに関する評価視点は関心が高まっているとも

読み取れる。 

・ REF については、大学の特徴に応じ、大学の卓越性を示すことができる論

文について、評価対象として大学自身に限定的に選択させている。大学自

身の考える卓越性（強み）を積極的に評価する視点も必要となるのではな

いか。 
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